
在宅勤務にまつわる費用はどうなる？ 

 新型コロナウイルス感染症の蔓延によっ

て、日本社会は「リモートワーク」や「在宅

勤務」といった言葉が一般的になりました。

会社が支給してくれる在宅勤務等に係る費

用について、従業員の皆さんや経理担当の

方の中には「これは経費になるの？ それ

とも給与扱い？」と疑問を持った方もおら

れるのではないでしょうか。 

 

課税当局からの説明 

 国税庁は今年 1 月に「在宅勤務に係る費

用負担等に関する FAQ（源泉所得税関係）」

というまとめを出しています。 

「在宅勤務手当」を従業員に支給した場合

は「給与として課税する」ことになります。

在宅勤務手当とは、在宅勤務を行う社員に

一律に金額を支給するものなどです。また、

在宅勤務に係る事務用品等を支給する場合

でも、これは現物支給の給与扱いとなりま

すので、課税となります。 

一方、「貸与」として事務用品等を社員に

貸し出した場合は、給与扱いとはなりませ

ん。その事務用品を使ってもらうために、

仮払いでお金を出した場合でも、領収書で

精算をする場合でも、どちらでも給与課税

とはなりません。また、企業が従業員に専

ら業務に使用する目的で「支給」したとし

ても、業務に使用しなくなったとき返却し

てもらう場合には「貸与」とみて差し支え

ないとのことです。 

 

通信費や電気料金は按分計算が必要 

 通信費や電気料金についても、業務に利

用した部分を合理的に計算した金額を支給

している場合に関しては給与として課税す

る必要はありません。 

 ただし、一定の金額を「通信費等で必要

だろう」と渡し切りにしている場合、実際

に業務のために使用した額を超えている部

分については、給与として課税する必要が

あると説明しています。 

 業務のためのスペースが自宅になく、レ

ンタルオフィス等を従業員に借りてもらっ

た費用を会社が出している分については、

給与として課税する必要はありません。 
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給与？ 経費精算？ 

在宅勤務に係る費用負担 

通信費の按分計算

なんて大変すぎる

から、在宅手当で

給与扱いが妥当で

すよね････。 


